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【手続補正書】
【提出日】平成23年12月2日(2011.12.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者を処置するためのデバイスであって、
　患者の心臓の平均的出力流量よりも実質的に低い流量でもって患者を通して血液をポン
ピングし得るよう構成されたポンプを具備し、
　前記ポンプが、このポンプ内への血液の導入を可能とし得るよう構成され、
　前記ポンプが、このポンプからの血液の導出を案内するための流出導管に対して流体連
通して連結され得るよう構成された導出口を備え、
　前記ポンプが、低侵襲的に埋設可能であるように構成されていることを特徴とするデバ
イス。
【請求項２】
　請求項１記載のデバイスにおいて、
　さらに、
　前記ポンプの導入口に対して連結され得るよう構成された流入導管と、
　前記ポンプの前記導出口に対して連結され得るよう構成された流出導管と、
を具備していることを特徴とするデバイス。
【請求項３】
　請求項２記載のデバイスにおいて、
　前記流入導管および前記流出導管の少なくとも１つが、吻合接続によって血管に対して
固定され得るよう構成されていることを特徴とするデバイス。
【請求項４】
　請求項２または３記載のデバイスにおいて、
　前記流入導管および前記流出導管の少なくとも１つが、末梢血管内へと皮下的に挿入さ
れ得るよう構成されており、これにより、患者内において、血液の供給源に対して流体連
通されていることを特徴とするデバイス。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　前記流入導管および前記流出導管の少なくとも１つが、低侵襲的手法によって埋設され
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得るよう構成されており、これにより、その導管と血管系との間にわたっての流体連通を
、皮下的に行い得るものとされていることを特徴とするデバイス。
【請求項６】
　請求項２～５のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　前記流入導管が、腸骨動脈または大腿動脈に対しての流体連通が可能とされていること
を特徴とするデバイス。
【請求項７】
　請求項２～６のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　前記流出導管が、腋窩動脈または鎖骨下動脈に対しての流体連通が可能とされているこ
とを特徴とするデバイス。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　前記ポンプが、皮下内へ配置され得るよう構成されていることを特徴とするデバイス。
【請求項９】
　請求項１～７のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　前記ポンプが、患者内へと低侵襲的に皮下内へ配置され得るよう構成されていることを
特徴とするデバイス。
【請求項１０】
　請求項１～７のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　前記ポンプが、胸部外に配置され得るよう構成されていることを特徴とするデバイス。
【請求項１１】
　請求項１～７のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　前記ポンプが、患者の胸キャビティの外部に配置され得るよう構成されていることを特
徴とするデバイス。
【請求項１２】
　請求項１１記載のデバイスにおいて、
　前記ポンプが、患者の大腿の付け根領域内に配置され得るよう構成されていることを特
徴とするデバイス。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　前記ポンプが、連続流型のポンプとされていることを特徴とするデバイス。
【請求項１４】
　請求項１３記載のデバイスにおいて、
　前記ポンプが、遠心ポンプとされていることを特徴とするデバイス。
【請求項１５】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　前記ポンプが、軸流ポンプとされていることを特徴とするデバイス。
【請求項１６】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　前記ポンプが、回転血液ポンプとされていることを特徴とするデバイス。
【請求項１７】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　前記ポンプが、脈流ポンプとされていることを特徴とするデバイス。
【請求項１８】
　請求項１７記載のデバイスにおいて、
　前記デバイスが、患者の心臓が収縮期である時には前記ポンプ内へと患者から血液を導
入し得るように構成され、患者の心臓が拡張期である時には前記導出口から患者内へと血
液を導出し得るように構成されていることを特徴とするデバイス。
【請求項１９】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
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　前記ポンプが、圧潰可能なチャンバを有していることを特徴とするデバイス。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　前記ポンプが、３リットル／分以下という流速でもって駆動され得るよう構成されてい
ることを特徴とするデバイス。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　さらに、低侵襲的に埋設可能であるようなコントローラを具備していることを特徴とす
るデバイス。
【請求項２２】
　請求項１～２１のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　さらに、低侵襲的に埋設可能であるような電源を具備していることを特徴とするデバイ
ス。
【請求項２３】
　請求項２２記載のデバイスにおいて、
　低侵襲的に埋設可能な前記電源が、無線的に充電され得るよう構成されていることを特
徴とするデバイス。
【請求項２４】
　請求項１～２１のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　さらに、前記ポンプと体外電源との間にわたって皮下的に延出され得るよう構成された
皮下ラインを具備していることを特徴とするデバイス。
【請求項２５】
　請求項２４記載のデバイスにおいて、
　前記体外電源が、患者の歩行移動を可能とし得るよう構成されていることを特徴とする
デバイス。
【請求項２６】
　請求項１～２５のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　さらに、デバイスの自動制御を可能とし得るよう構成されたコントローラを具備してい
ることを特徴とするデバイス。
【請求項２７】
　請求項２６記載のデバイスにおいて、
　前記コントローラが、収縮期と拡張期との少なくとも一方において前記デバイスの動作
を制御することを特徴とするデバイス。
【請求項２８】
　請求項２６または２７記載のデバイスにおいて、
　前記コントローラが、前記ポンプの速度の自動制御を可能とし得るよう構成されている
ことを特徴とするデバイス。
【請求項２９】
　請求項２６～２８のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　前記コントローラが、前記ポンプの収縮的脈動または拡張的脈動の自動制御を可能とし
得るよう構成されていることを特徴とするデバイス。
【請求項３０】
　請求項２６～２９のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　さらに、患者の心臓を観測して前記コントローラに対して信号を送出し得るよう構成さ
れたＥＫＧを具備していることを特徴とするデバイス。
【請求項３１】
　請求項２６～３０のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　さらに、前記コントローラに対して制御信号を入力するためのセンサを具備しているこ
とを特徴とするデバイス。
【請求項３２】
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　請求項３１記載のデバイスにおいて、
　前記センサが、圧力センサとされていることを特徴とするデバイス。
【請求項３３】
　請求項３１記載のデバイスにおいて、
　前記センサが、ＥＫＧセンサとされていることを特徴とするデバイス。
【請求項３４】
　請求項１～３３のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、
　前記流出導管が、ｅＰＴＦＥを備えていることを特徴とするデバイス。
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